
志摩市を元気にする創業支援補助金交付要綱 

 

第1条 この要綱は、市内において新規創業、第二創業又はスタートアップ 

(以下「創業等」という。)を行う者に対し、創業等による事業の経営基盤

を強化するための補助金を予算の範囲内で交付することについて、志摩市

補助金等交付規則(平成16年志摩市規則第60号。以下「規則」という。)に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1) 新規創業 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること又

は事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、新たに事業を開始す

ること。 

(2) 第二創業 個人又は法人が自らの事業の全部又は一部を継続して実

施しつつ、異なる業種(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定

する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」とい

う。)に掲げる中分類が異なる業種をいう。)の事業を新たに開始するこ

と。 

(3) スタートアップ 新規創業又は第二創業により革新的なビジネスモ

デルを活用した事業を新たに開始すること。 

(4) 着手 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」とい

う。)に係る契約又は発注等を行うことをいう。 

(5) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。ただし、

住居物件と兼用するものは除くものとする。 

 (補助対象事業者) 

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内において第9条第1項の規定に

よる交付の申請日の属する年度内に創業等により事業を開始する者で次の



要件を全て満たす者とする。 

 (1) 金融機関（貸金業法（昭和58年法律第32号）の規定により登録され

た貸金業者を営む者を除く。）から資金計画に係る指導を受け、創業等

に係る資金の融資を受ける者 

(2) 第13条の規定による実績報告書の提出日において、以下のいずれか

に該当すること。 

 ア 個人にあっては、市内に住民登録があること。 

 イ 法人にあっては、市内に主たる事務所又は事業所を有すること。  

(3) 新規創業にあっては、第12条の規定による実績報告書の提出日にお

いて、産業競争力強化法（平成25年法律第98号）の規定に基づき創業

支援事業計画の認定を受けた市区町村から特定創業支援等事業による支

援を受けた証明書を有する者 

(4) 許認可等を必要とする場合にあっては、事業を開始する日までに当

該許認可等を受けていること。 

(5) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないこと。 

(6) 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3

年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなっ

た日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)でないこと及び暴力団

員等と密接な関係を有しないこと。 

(7) 市税を滞納していないこと。 

(8) 過去にこの要綱による補助金を受けたことがないこと。 

 (補助対象事業) 

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、創

業等に伴い市内に事業所を開設する事業とする。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する事業は交付の対象としな

い。 

 (1) 日本標準産業分類の大分類に掲げる漁業、農業、林業。ただし、ス



タートアップに該当する場合は、この限りでない。 

(2) 常時従事する者がいない事業 

 (3)  第二創業にあっては、雇用の拡大が見込まれない事業 

(4) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契

約に基づく事業 

(5) 営業日数が週3日に満たない事業 

(補助対象経費) 

第5条 補助対象経費は、別表第1のとおりとする。 

2 国、県、市又はその他団体等から補助等を受けた又は受ける予定の経費

は対象としない。 

(補助金の額) 

第6条 補助金の額は、対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があ

るときは、この端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。ただ

し、別表第2に掲げる加算項目に該当するときは、該当する事項ごとの加

算金の額を加えることができるものとし、加算金を含めた上限額は、100

万円とする。 

(委員会の設置) 

第7条 市長は、補助金を交付する採用事業者を選考するため、志摩市を元

気にする創業支援補助金採用事業者審査委員会(以下「委員会」という。)

を置く。 

2 委員会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定めるものとす

る。 

(採用事業者の決定) 

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、エントリーシート(様式第1号)

に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 資格を証明する書類の写し(創業等に際して法令に基づく資格が必要

な場合で、取得済みのものに限る。) 



(2) 創業予定地が確認できる書類 

(3) その他市長が必要と認める書類 

2 委員会は、前項の規定によるエントリーシートの提出を受けたときは、

選考審査の結果について市長に報告しなければならない。 

3 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その適否を決定し、そ

の結果を志摩市を元気にする創業支援補助金採用事業者決定通知書(様式

第2号)により通知しなければならない。 

(補助金の交付申請) 

第9条 前条の規定により決定され、補助金の交付を受けようとする採用事

業者(以下「申請者」という。)は、志摩市を元気にする創業支援補助金交

付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければ

ならない。 

 (1) 事業計画書 

 (2) 経費内訳書(様式第4号) 

 (3) 対象経費の内容が確認できる見積書等の写し 

(4) 事業所新築・改修工事費を対象経費として計上する場合は、工事の

内容が確認できる図面及び現況写真 

(5) 事業所賃借料を対象経費として計上する場合は、事業所の借上げに

関する契約書の写し 

(6) その他市長が必要と認める書類 

2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金

に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれ

る消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)

の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該

金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を

乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税

仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただ



し、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについて

は、この限りでない。 

(補助金の交付決定) 

第10条 市長は、前条第1項の規定による申請書等の提出があったときは、

当該申請書等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、規則第6条

の規定により当該申請者に通知しなければならない。 

(交付決定前の着手) 

第11条 申請者は、あらかじめ志摩市を元気にする創業支援補助金事前着

手届(様式第5号)を市長に提出し、かつ、補助金の交付の決定を受けた金

額が交付申請額に達しない場合又は補助金の交付の決定が受けられない場

合においても異議を述べないことに同意したときに限り、補助金の交付の

決定前に着手することができる。 

(事業の変更の承認申請) 

第12条 第10条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助事業者等(以

下「交付決定事業者」という。)は、補助対象経費の区分ごとに配分され

た額を変更しようとするとき又は補助対象事業を廃止しようとするとき

は、志摩市を元気にする創業支援補助金変更(廃止)承認申請書(様式第6

号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対

象経費の区分における各配分額の20パーセント以内の流用増減を除く。 

2 交付決定事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は

補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指

示を受けなければならない。 

3 市長は、第1項の申請書等の提出があったとき、又は前項の報告があった

ときは、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することがある。 

4 前項の規定により補助金等の交付の決定を変更したときは、規則第7条第

4項の規定により通知するものとする。 

(実績報告) 

第13条 交付決定事業者は、市長が別に定める日までに志摩市を元気にす

る創業支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、市



長に提出しなければならない。 

 (1) 支出内訳書(様式第8号) 

 (2) 対象経費の支出を証明する書類の写し及び写真 

 (3) 事業を開始したことが確認できる書類 

 (4) 金融機関から資金の融資を受けたことが確認できる書類 

 (5) 個人にあっては、住民票の写し、法人にあっては、登記事項全部証

明書の写し 

(6) 事業所新築・改修工事費を対象経費として計上した場合は、工事請

負契約書等の写し及び完成写真 

(7) 新規創業にあっては、特定創業支援等事業による支援を受けた証明

書の写し 

(8) その他市長が必要と認める書類 

(補助金の額の確定) 

第14条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を

精査し、適正と認められたときは、補助金の額を確定し、規則第10条の

規定により当該交付決定事業者に通知しなければならない。 

(状況報告) 

第15条 交付決定事業者は、事業を開始した日の属する年度の翌年度から3

箇年度の間は、各年度につき1回、創業支援事業実施状況報告書(様式第9

号)に、次に掲げる書類を添えて、事業の実施状況を市長へ報告しなけれ

ばならない。 

(1) 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては登記事項証明書(いず

れも発行から3箇月以内のものとする。) 

(2) 経営状況を証明する書類(試算書、決算書等) 

(3) 従業員が複数存在する場合は、雇用実績を証明する書類 

(4) サポート経過報告書 

(5) その他市長が必要と認める書類 



(交付決定の取消し) 

第16条 市長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。ただし、

市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。 

(1) 補助金の創業等を開始した月から起算して3年を経過する前に、当該

補助金を活用した事業を廃止したとき。 

(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。 

(3) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。 

(4) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令に違反した

とき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に補助金を交付する者として

ふさわしくないと認めたとき。 

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、志

摩市を元気にする創業支援補助金交付決定取消通知書(様式第10号)によ

り、交付決定事業者に通知するものとする。 

(補助金の返還) 

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合

において、当該取消しに係る部分が既に交付されているときは、志摩市を

元気にする創業支援補助金返還命令書(様式第11号)により、期限を定めて

その金額の返還を命ずるものとする。 

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還) 

第18条 補助金交付決定者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申

告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税及

び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第12号)を速やかに市長に報

告しなければならない。 

2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部

又は一部の返還を命ずることができる。 

(その他) 



第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この告示は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 30 年 3 月 28 日告示第 31 号) 

(施行期日) 

1 この告示は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の志摩市を元気にする創業支援補助金交付要綱の規定は、この告

示の施行の日以後に申請する補助金について適用し、同日前に申請された補

助金については、なお従前の例による。 

附 則(平成 31 年 3 月 29 日告示第 60 号) 

1 この告示は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

2 改正後の志摩市を元気にする創業支援補助金交付要綱の規定は、この告

示の施行の日以後に申請する補助金について適用し、同日前に申請された補

助金については、なお従前の例による。 

附 則(令和元年 5 月 15 日告示第 5 号) 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則(令和 2 年 8 月 11 日告示第 165 号) 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則(令和 3 年 3 月 31 日告示第 61 号) 

この告示は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 3 年 9 月 30 日告示第 160 号) 

(施行期日) 

1 この告示は、令和 3 年 10 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示の規定に基づく様

式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用するこ

とができる。 

附 則(令和 4 年 3 月 18 日告示第 27 号) 

この告示は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 5 年 3 月 28 日告示第 44 号) 



(施行期日) 

1 この告示は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの間の特例) 

2 この告示による改正前の志摩市を元気にする創業支援補助金交付要綱(以

下「旧要綱」という。)に基づき令和 4 年度に補助金の交付を受けた者であ

って、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの間、引き続き補助金

の交付を受けようとする採用事業者に対する補助金の交付に関しては、旧要

綱の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。 

附 則(令和 6 年 3 月 29 日告示第 57 号) 

この告示は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この告示は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この告示は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

 

 

別表第1(第5条関係) 

補助対象経費 

事業所新設・改修工事費、事業所賃借料、備品購入費、マーケティング調

査費、広告宣伝費、外注費、その他市長が適当と認める経費 

備考 

1 この表において「事業所賃借料」とは、当該事業に係る事業所とし

て借り受けた物件(補助金の交付を受けようとする者の3親等以内の者

が所有する物件を除く)の家賃をいう。 

2 自己施工による事業所新設・改修工事に係る材料購入費、パソコン

等の汎用性が高い備品及び消耗品は対象から除くものとする。 

3 中古品の購入に当たっては、個人からの購入及びオークション(イン

ターネットオークションを含む。)による購入は除くものとする。 



別表第2(第6条関係) 

加算項目 補助率 加算金額 加算要件 

国立公園を活用し

た新観光体験創出

事業 

2分の1 300,000円 伊勢志摩国立公園

の豊かな自然環境

や地域資源を活用

し、市外からの誘

客及び滞在時間の

延長に資する事業

であり、次の(1)か

ら(3)の要件を全て

満たすものである

こと。(1) 法令等

の遵守及び関係機

関との調整を行う

事業(2) 体験プロ

グラムの提供が付

随する事業(3) 地

域性・独自性を確

保する事業 

地場産品開発事業 2分の1 200,000円 志摩市内で産出さ

れる農林水産物等

の地域資源を活用

し、新たな商品開

発又は高付加価値

化を行う事業であ

り、次の(1)から

(3)の要件を全て満



たすものであるこ

と。(1) 志摩市産

の農林水産物等を

活用する事業(2) 

市内の生産者等と

連携する事業(3) 

市場性及び発展性

が期待できる事業 

地域課題解決事業 2分の1 100,000円 地域が抱える具体

的な社会課題の解

決に資する事業で

あり、継続的な事

業運営が見込まれ

るものであって、

次の(1)から(3)の

要件を全て満たす

ものであること。

(1) 解決しようと

する地域課題を特

定している事業(2) 

継続的に運営でき

る収益モデルを構

築している事業(3) 

地域の関係者等と

連携し、解決手法

に実効性がある事

業 



スタートアップ 3分の2 500,000円 「革新的なアイデ

アや独自の技術」

を核とし、「既存

の市場や産業構造

に変革(イノベーシ

ョン)」をもたらす

ことを目指し、

「短期間での急成

長」を目指す事業 

 


